
平成１５年３月１４日判決言渡　平成１３年（ワ）第４３０号　損害賠償請求事件　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　決　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　文
  １　被告らは，原告Ｘ１に対し，連帯して金９０６０万８０４４円及びこれに対する平成１２年
５月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。　
　２　被告らは，原告Ｘ２に対し，連帯して金１６５万円及びこれに対する平成１２年５月７日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　３　被告らは，原告Ｘ３に対し，連帯して金１６５万円及びこれに対する平成１２年５月７日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　４　原告らのその余の請求を棄却する。　
　５　訴訟費用はこれを３分し，その２を原告らの負担とし，その余を被告らの負担とする。
　６　この判決は，第１ないし第３項に限り，仮に執行することができる。　
                          事　実  及　び  理　由
第１　請求
　１　被告らは，原告Ｘ１対し，連帯して金２億８０５０万６３４７円及びこれに対する平成１２
年５月７日（事故発生日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。　
  ２　被告らは，原告Ｘ２に対し，連帯して金２６４万円及びこれに対する平成１２年５月７日
（事故発生日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。　
　３　被告らは，原告Ｘ３に対し，連帯して金２６４万円及びこれに対する平成１２年５月７日
（事故発生日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　　　本件は，原告Ｘ１（男子中学生）が，被告らの管理する木工所工場内に設置されたエ
レベーターに乗って遊んでいた際，エレベーター搬器と昇降路の間に身体を挟まれて意識
不明の状態となった事故について，原告Ｘ１並びに両親の原告Ｘ２及び同Ｘ３が，上記エレ
ベーターの設置，保存に瑕疵があったと主張して，被告らに対し，不法行為（土地工作物
責任等）に基づき，上記事故によって被った損害の賠償を求める事案である。
１　前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実）
　・　当事者
ア　原告Ｘ１（昭和６２年９月２６日生）は，原告Ｘ２及び同Ｘ３の子である。
イ　被告Ｙ１（以下「被告Ｙ１」という。）は，徳島市ａ町ｂ丁目ｃ番地に所在する木工所工場
（以下「本件工場」という。）を所有し，同所においてＹ木工所の名称で木材加工業を営んで
いた。その後，被告Ｙ１の子である被告Ｙ２（以下「被告Ｙ２」という。）は，被告Ｙ１から上記
事業の経営を任され，被告Ｙ２において業務の全般を統括管理している。
・　事故の発生
　　平成１２年５月７日，原告Ｘ１（当時１２歳，中学一年生）が，被告Ｙ２の長男であるＺ（以
下「Ｚ」という。）ほか２名の同級生と遊んでいた際，本件工場内に設置されたエレベーター
（以下「本件エレベーター」という。）の搬器に乗り込み，Ｚにおいて昇降スイッチを操作して
搬器を上昇させ，２階で停止させた。ところが，その数秒後，Ｚが再び昇降スイッチを操作し
て搬器を１階に降下させようとした際，搬器に乗っていた原告Ｘ１が昇降路２階の出入口の
床面と搬器の出入口の上部枠との間に胸部を挟まれる事故が発生した（以下「本件事故」
という。甲１１の１）。
・　後遺障害
　　原告Ｘ１は，本件事故の際，胸部圧迫によって心肺停止の状態となり，その後直ちにな
された救命措置により一命はとりとめたものの，意識はもどらず，四肢麻酔，体幹機能障
害の後遺障害が残り，平成１３年１月２２日，両下肢及び両上肢機能全廃により，徳島県
から身体障害者１級の認定を受けた（甲３，４）。
・　損益相殺
本件事故後，原告Ｘ１は，被告らから合計１０００万円の支払を受けた。
２　争点
　　本件の争点は，・被告らの責任原因並びに②過失割合及び損害額である。
　・　争点・（被告らの責任原因）
　　（原告らの主張）
  　ア　被告らの地位
　　　　被告Ｙ１は，本件工場において木工加工業を経営し，その子である被告Ｙ２は，上記
事業の管理責任者として，本件木工場を統括管理していたものであり，両名は，本件工場
に設置された本件エレベーターを共同して占有していたものである。
　　イ　瑕疵及び過失
　　（ア）　本件工場内に設置された本件エレベーター及びその附帯設備には次のとおり，



瑕疵があった。
　　　　①　エレベーター搬器の出入口に戸が設けられていなかった（搬器の出入口が閉じ
ていないと搬器を昇降させることができない装置も備えられていなかった）。
　　　　②　２階昇降路の西側出入口に戸が設けられていない上，１階昇降路の出入口の
戸が閉められていなかった（昇降路の戸が閉じていないと搬器を昇降させることができな
い装置が有効に作動しない状態になっていた）。
　　　　　本件エレベーターは，以上の点で，労働安全衛生法第２０条１号，クレーン等安全
規則１４８条，エレベーター構造規格１６条１項２号，２１条１項４号，３０条１項１号の定める
安全性の基準を満たさないものであり，通常備えていなければならない安全性を欠いてい
るから，その設置又は保存には瑕疵があった。
　　（イ）　また，被告Ｙ２は，本件工場を統括管理する立場にありながら，上記瑕疵のある
エレベーターを漫然使用していたものであり，本件事故につき，エレベーターの管理を怠る
過失があった。
　　ウ　因果関係
　　　　本件エレベーターは，子供等第三者が安易に操作できる状態にあり，他方，本件エ
レベーターに上記瑕疵が存在しなければ，本件事故は発生しなかったのであるから，本件
事故と本件エレベーターの瑕疵との間には相当因果関係がある。
　　エ　結語
　　　　以上によれば，被告らは，土地工作物責任（民法７１７条）に基づき，被告Ｙ２は，重
畳的に一般不法行為責任（民法７０９条）に基づき，原告らの被った損害を賠償する責任を
負う。
　　（被告らの主張）
　　ア　被告らの地位
　　　　被告Ｙ１は，本件工所において木材加工業を経営していたが，老齢のため平成６，７
年ころ，同事業の経営を息子の被告Ｙ２に任せて，自らは同事業から退き，それ以降は同
事業に一切関与していなかった。したがって，被告Ｙ１は，本件エレベーターの占有者には
当たらない。
　　イ  瑕疵及び過失の不存在
        本件エレベーターに原告が指摘するような労働安全衛生法等に違反する点があった
ことは認めるが，そのことから，直ちに土地工作物責任上の瑕疵があったといえない。すな
わち，瑕疵に当たるか否かは，搬器の使用目的と搬器自体の構造等から具体的に検討し
なければならないところ，本件エレベーターは，荷物用エレベーターであり，かつ本件工場
で働く者だけが使用する個人施設であること，本件エレベーターの搬器の速度は毎分約
８．５２メートル（秒速約０．１４２メートル）という超低速であり，また，搬器の内部床面積は
４．３６平方メートルの広さである上，上下移動の際，揺れたり振動したりすることはなく，搬
器の中にいる者に上下移動の際に危険が生じるというものではないこと，本件エレベータ
ーは昭和５１年１１月に設置して
以来，一度も事故が起きなかったことからすると，安全性を欠くような瑕疵はなかったという
べきである。
　　ウ　因果関係の不存在
　　　　本件事故は，原告Ｘ１が，Ｚの制止も聞かずに本件エレベーターに乗り込み，２階か
ら１階に降下する際に搬器から外（中２階）に出ようとしたために発生したものであり，原告
Ｘ１の無謀な行為によって生じたものであるから，本件エレベーターの瑕疵に起因するもの
ではない。
　・　争点②（損害及び過失割合）
　　ア　過失割合
　　　（被告らの主張）
        仮に本件エレベーターに瑕疵が存在するとしても，本件事故は，上記のとおり，原告
Ｘ１の無謀な行為によって発生したものであるから，その過失は９割を下回らないというべ
きである。
　　　（原告らの主張）
　　　　原告Ｘ１は，本件事故当時，１２歳の中学１年生であり，大人と同等の注意義務を負
わせるのは酷である。他方，本件エレベーターは，子供等外部の者が容易に操作できる状
況であった上，本件エレベーターは元来適正な安全装置を備えていたにもかかわらず，被
告らは，安全装置を解除するなど，積極的に瑕疵ある状態を作出しており，その過失は大
きいというべきである。
　　　　以上によれば，本件事故につき，原告Ｘ１の注意不足があったとしても，その過失割
合は２割を超えることはない。



　　イ　損害額
　　　（原告らの主張）
　　　（ア）　入院雑費　　　　　　　　３７万９６００円
　　　　　平成１２年５月７日から平成１３年２月２２日までの入院日数２９２日分の入院雑費
　　　（イ）　入院治療費　　　　　　　４５万１２００円
　　　（ウ）　後遺障害逸失利益　　７７２３万６０７５円
　　　　　原告Ｘ１は，本件事故により，四肢麻酔，体幹機能障害の後遺障害を残して植物
状態となったものであり，労働能力を１００パーセント喪失したことになるから，同原告の逸
失利益は次のとおりとなる。
　　　　　５６９万６８００円（平成１０年度賃金センサス第１・，第１表，産業計・企業規模計・
男子労働者・全年齢平均賃金）×１３．５５７８（満１２歳に適用すべきライプニッツ係数）＝
７７２３万６０７５円
　　　（エ）　慰謝料　
　　　　①　傷害（入院）慰謝料　３００万円
　　　　②　後遺障害慰謝料　　３０００万円
　　　（オ）　付添看護費用　　２億０３４３万３７９０円
　　　　①　近親者（１日１万円，入院日数２９２日）による入院付添看護費（２９２万円）
　　　　②　原告Ｘ３が平均余命（平成６０年）に達するまでの４７年間分の近親者（１日１万
円）及び職業付添人（１か月２５万７４７５円）による付添看護費（１億２１１８万６５４５円）
③　上記期間経過後，原告Ｘ１が平均余命に達するまで（平成７７年まで）の１７年間分の
職業付添人（１日１万８９２０円及び１か月１万０８７５円）による付添看護費（７９３２万７２４
５円）　　　　
・　住宅改造費用　　　１０４５万円
      （キ）　介護用機器購入費　　１８５万２２６９円
　　　（ク）　搬送車両購入費　　　４４８万円
　　　（ケ）　原告Ｘ１の損害小計（・ないし・の合計）
　　　　　　　　　　　　　３億３１２８万２９３４円
　　　（コ）　原告Ｘ２，同Ｘ３の近親者慰謝料
　　　　　　　　　　　　　　　各３００万円
　　　（サ）　過失相殺
　　　　　前記のとおり，原告Ｘ１に２割の過失があったことを前提として，過失相殺をする
と，過失相殺後の原告Ｘ１の損害額は２億６５０２万６３４７円，原告Ｘ２及び同Ｘ３の損害額
は各２４０万円となる。
　　　（シ）　損益相殺
　　　　　原告Ｘ１は，被告らから損害賠償債務の一部弁済として１０００万円を受領したか
ら，これを原告Ｘ１の上記損害額から控除すると，２億５５０２万６３４７円となる。
　　　（ス）　合計
　　　　　原告らの上記各損害額に相当な弁護士費用（原告Ｘ１につき２５４８万円，原告Ｘ２
及び同Ｘ３につき各２４万円）を加算すると，原告らの損害額合計は，原告Ｘ１につき２億８
０５０万６３４７円，原告Ｘ２及びＸ３につき各２６４万円となる。
第３　当裁判所の判断　
　１　争点・（被告らの責任原因）について
　　・　前記前提事実に加え，証拠（甲４，甲１１の１ないし１３，乙１，１５ないし２２，３３，３
４，被告Ｙ２）によれば，次の事実が認められる。
　　　ア　本件エレベーターの構造及び利用・管理状況
　　（ア）　本件エレベーター（積載荷重１３３０．１３７キログラム）は，昭和５１年ころ，本件
工場で木材加工業を営んでいた被告Ｙ１が同工場を増築した際，木材等を運搬する目的で
設置したものであり，クレーン等安全規則１４８条が適用されるエレベーターである。設置
当初，１階西側，２階南側，屋上南側に設置された昇降路の出入口には戸（シャッター）が
設けられ，ドアインターロックスイッチ（昇降路の出入口の戸を全て閉じていなければ，搬器
を昇降させることができない装置）が備えられ，２階昇降路の西側には覆いがあった。
　　（イ）　ところが，設置後まもなく，被告Ｙ１は，荷の積み卸しの際に搬器及び昇降路の戸
を開閉する手間を省くため，搬器の戸を外した上，ドアインターロックスイッチをビニールで
固定して同装置を作動させない状態にして，昇降時も昇降路の戸の開いたままの状態で
本件エレベーターを稼働させていた。また，原告Ｙ１は，木材積み卸しのため，２階昇降路
西側の覆いも取り外した上，戸を設けるなどの安全措置を講ずることなく，上記２階昇降路
西側を出入口として利用していた。
　　（ウ）　平成６，７年ころ，被告Ｙ１から上記事業の経営を任された被告Ｙ２も，本件エレベ



ーターについて，上記の状態を改善することなく，搬器及び昇降路の戸を開けたままの状
態で従業員に使用させていた。
　  （エ）　また，被告Ｙ２は，本件エレベーターの昇降路１階が本件工場北側道路に面して
いるにもかかわらず，業務時間外も昇降路の戸を開けたままの状態で放置していた上，休
日には同工場のシャッターを閉めていたものの，被告らの家族が同工場内に自転車を駐
輪させていたため，上記シャッターの施錠をしていなかった。このため，本件事故当時，本
件エレベーターは，被告Ｙ２の子供などが容易に操作できる状況にあった。
　　　イ　本件事故に至る経緯，態様
　　　　　原告Ｘ１は，平成１２年５月７日，被告Ｙ２方で同被告の長男のＺら同級生と遊んだ
後，被告Ｙ２方から外出する際，Ｚらとともに同所に隣接する本件工場の前に駐輪していた
自転車を取りに行ったところ，雨が降り始めたため，同所で雨宿りをしていた。そのうち，同
所に設置されていた本件エレベーターに興味を示した原告Ｘ１が，休日のため本件工場内
に従業員等もいなかったことから，遊びの延長で本件エレベーターの搬器に乗り込こん
だ。Ｚは，当初，原告Ｘ１が本件エレベーターで遊ぶことに反対したが，原告Ｘ１に押し切ら
れ，やむをえず，同エレベーターを作動させることとし，昇降スイッチを操作して，原告Ｘ１を
乗せた搬器を２階まで上昇させた後，搬器を１階に降下せさようとした。ところが，本件エレ
ベーターが２階から１
階へ降下する途中で，原告Ｘ１が昇降路２階西側出入口の床面にうつ伏せになる姿勢で
同出入口床面と搬器の出入口の上部枠との間に胸部を挟まれ，本件事故が発生した。
　　　　　なお，本件事故後，被告Ｙ２がクレーン等安全規則，エレベーター構造規格の基準
を満たしていない本件エレベーターを従業員に使用させていたとして，平成１２年１０月２０
日，徳島簡易裁判所で労働安全衛生法違反により，罰金２０万円に処せられた。
　　・　瑕疵及び因果関係
　　　ア　前記認定事実によれば，本件エレベーターは，クレーン等安全規則１４８条の適
用のあるエレベーターであり，設置当初は，昇降路の全ての出入口に戸が設けられていた
上，上記出入口のすべての戸が閉じていない場合には搬器を昇降させることができない安
全装置が備えられていたほか，搬器の出入口にも戸が設けられていたものであり，同規則
を受けてエレベーターの安全基準を定めているエレベーター構造規格（以下「構造規格」と
いう。）におおむね適合していたことが認められる。ところが，本件エレベーター設置後，被
告Ｙ１において，木材等の積み卸しの手間を省くため，上記安全装置を作動させない状態
にしたほか，搬器の戸を取りはずした上，新たに設けた昇降路２階西側の出入口に戸を設
置することなく，同エレベーターを従業
員等に使用させていたと認められ，上記措置により，同エレベーターは，構造規格１６条１
項２号，２１条１項４号，３０条１項１号の定める基準を満たさないものとなっていたことが認
められる。また，その後，経営を任された被告Ｙ２も上記の状態を改めることなく，本件エレ
ベーターを業務に使用していた上，休日も昇降路及び搬器の戸を開けたままの状態で放
置していたことが認められる。
　　　　　そして，構造規格は，エレベーター等を安全に作動させるために最低限満たすべ
き基準を定めたものというべきであるから，上記の点で構造規格に違反する本件エレベー
ターは，通常満たすべき安全性を欠いたものと認められ，その昇降が低速度であることを
考慮したとしても，同エレベーターの管理に瑕疵があったというべきである。
　　　イ　他方，前記で認定した本件事故の状況からすれば，原告Ｘ１は，Ｚの制止を聞か
ずに，本件エレベーターに乗り込み，搬器が２階から１階へ降下する際に，搬器から２階床
面に出ようとして，搬器と床面との間に挟まれたと推認され，原告Ｘ１に重大な過失があっ
たことは否定できない。もっとも，本件エレベーターは，１階昇降路が本件工場北側道路に
面して設置されていた上，昇降路の戸は常時開いていたものであり，休日には本件工場の
シャッターが閉められていたものの，上記シャッターは施錠がされていなかったことから，
被告Ｙ２の子供などが同エレベーターを容易に操作できる状態にあったことが認められる。
かかる状況で，被告らが本件エレベーターの前記瑕疵を長期間放置していたことからすれ
ば，本件事故は，被告らにとって全
く予期し得ないものであったとはいえない。また，本件エレベーターに前記瑕疵が存在しな
ければ，本件事故は発生しなかったことも考え併せれば，本件事故と前記瑕疵との間に相
当因果関係があることは明らかである。
　　・　占有者
　　　　前記認定事実に加え，証拠（甲１１の１，７ないし１３，乙１３，１４，２５ないし３２，被
告Ｙ２）によれば，被告Ｙ１は，本件工場において，木材加工業を営んでいたところ，平成
６，７年ころ息子の被告Ｙ２に上記事業全般を任せるようになってからは，自ら事業に直接
関与することはなくなったものの，それ以降も事業による営業利益は被告ら両名で分け合



っていたことが認められる。かかる経営実態に照らせば，被告Ｙ１も被告Ｙ２を通じて間接
的に上記事業の経営にたずさわっていたものというべきである。
　　　　そして，民法７１７条１項における工作物の占有者とは，工作物を事実上支配し，そ
の瑕疵を修補しえる関係にある者をいうと解されるところ，被告Ｙ１は，前記のとおり，本件
工場にエレベーターを設置し，前記認定の瑕疵ある状態にした上，被告Ｙ２に事業全般を
任せてからも，共同経営者として，被告Ｙ２に指示するなどして本件エレベーターの修補を
し得る立場にあったことは明らかである。したがって，被告Ｙ２のみならず，被告Ｙ１も本件
エレベーターの占有者にあたるというべきである。
　　・　結論
　　　　以上によれば，被告らは，土地工作物である本件工場の一部をなす本件エレベータ
ーの共同占有者として，同エレベーターの瑕疵によって生じた本件事故につき，土地工作
物責任を負う。
　２　争点②（損害及び過失割合）について
　　・　原告Ｘ１の過失割合
        前記のとおり，原告Ｘ１は，Ｚの制止を聞かずに，遊びの延長で本件エレベーターに
乗り込み，同搬器が２階から１階へ降下する際に，搬器から２階床面に出ようとして，搬器
と床面との間に挟まれたことからすると，その年齢を考慮しても，本件事故の発生につき原
告Ｘ１に重大な過失があったことは否定できない。他方，被告らも，本件エレベーターにつ
き自ら瑕疵ある状態を作出し，これを長期間放置していたことからすれば，本件事故の発
生につき被告らにも相当程度帰責性があるものというべきである。
　　　　これらの事情を総合して考慮すれば，原告Ｘ１の本件事故に対する過失割合は５割
とするのが相当である。
　　・　損害額
　　　ア　入院雑費      　　　　　　　３７万９６００円
　　　　  証拠（原告Ｘ２）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１は本件事故により，平成１２
年５月７日から平成１３年２月２３日まで病院に入院して治療を受けたと認められるところ，
１日１３００円の入院雑費を要したとするのが相当であるから，入院日から退院日前日まで
の実入院日数２９２日分の入院雑費は，３７万９６００円であると認められる。
　　　イ　入院治療費　　　　　　　　　４５万１２００円
　　　　  証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１の入院治療費のうち，平成１２年
５月分から７月分（最初の３回）の自己負担額は１９万０８００円，同年８月分から翌１３年２
月分（４回以降）までの自己負担額は２６万０４００円であったと認められ，本件事故と相当
因果関係のある入院治療費は合計４５万１２００円であると認められる。
　　　ウ　後遺障害逸失利益      　７６００万５０２６円
　　　　　証拠（甲４，原告Ｘ２）によれば，原告Ｘ１は，本件事故により，四肢麻酔，体幹機能
障害の後遺障害を残して植物状態となり，その後も症状に改善はみられず，平成１２年８
月３０日にその症状が固定したと診断されたことが認められる。
　　　そうすると，原告Ｘ１は，症状固定時には満１２歳の男子で，その基礎収入として平成
１２年度賃金センサス第１・，第１表，産業計・企業規模計・男子労働者・全年齢平均賃金
である５６０万６０００円が相当であり，本件事故によって，平均就労可能年齢である１８歳
から６７歳までの４９年間，得べかりし収入の１００パーセントを喪失したことになるから，そ
れに応じたライプニッツ係数を乗じて，その中間利息を控除すると，その逸失利益は，次の
とおりとなる。
　　　　　５６０万６０００円×１３．５５７８（６７歳までのライプニッツ係数－１８歳に達するまで
のライプニッツ係数）＝７６００万５０２６円
　　　エ　付添看護費
　　　　（ア）　入院付添看護費      　　１８９万８０００円
            前記認定事実及び証拠（原告Ｘ２）によれば，原告Ｘ１が入院していた２９２日間，
両親である原告Ｘ２及び同Ｘ３が交替で原告Ｘ１の付き添いをしていたと認められるところ，
原告Ｘ１の受傷の程度に照らすと，少なくとも原告Ｘ２ないし同Ｘ３のどちらか１名による付き
添いの必要があったことが認められる。そして，入院付添看護費としては，１日６５００円が
相当であるから，本件事故と相当因果関係のある入院付添費は，１８９万８０００円である
と認められる。
　　　　（イ）　将来の付添看護費      ６５６２万９９９３円
　　　　　　前記認定事実及び証拠（甲４，１４，原告Ｘ２）によれば，原告Ｘ１は，本件事故に
より，四肢が麻痺して寝たきり状態となり，意思の疎通もできず，食事は胃管から流動食を
注入し，食事，清拭，排泄など日常生活全般にわたり，常時，介護を要する状態にあり，こ
うした状態は，原告Ｘ１（退院時１５歳）の余命期間である６５年間にわたって続くものと予想



される。他方，原告Ｘ１の看護は職業付添人の補助を受けながらも両親である原告Ｘ２及
び同Ｘ３が担当しており（原告Ｘ２），今後も，少なくとも原告Ｘ２及び同Ｘ３のどちらか一名が
常時，原告Ｘ１の付き添いをすることを要すると認められる。そして，介護の内容，程度に
照らすと，原告Ｘ１の介護のための労力は一般の就労と比べて決して劣らないというべきで
あるから，原告
Ｘ３（昭和３８年１２月２１日生）が就労可能年齢の上限である６７歳になるまでは，その介護
を担当できるものと認められ，介護費用としては，一日当たり８０００円とするのが相当であ
る。そして，原告Ｘ３による介護が望めなくなった後は職業付添人に依頼せざるを得ないと
ころ，証拠（甲７の１ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，職業付添人による介護費用
は，一日当たり少なくとも１万５０００円を下回ることはないというべきである。そうすると，原
告Ｘ１の介護費用は次のとおり，合計６５６２万９９９３円となる。
　　　　①平成１３年から平成４３年までの３０年間の近親者による付添費
　　　　　　　８０００円×３６５日×１５．３７２４（３０年のライプニッツ係数）＝４４８８万７４０８
円
　　　　②平成４３年から平成７８年までの３５年間の職業付添人による付添費
  　　　　　　１万５０００円×３６５日×｛１９．１６１０（６５年のライプニッツ係数）－１５．３７２４
（３０年のライプニッツ係数）｝＝２０７４万２５８５円
　　　　③合計６５６２万９９９３円
　　　オ　慰謝料
　　　　（ア） 傷害慰謝料　　　　　　　３００万円
　　　　　　原告Ｘ１の受傷の程度，治療期間等の事情を考慮すると，本件事故による傷害
慰謝料は，３００万円をもって相当と認める。
　　　　（イ）　後遺障害慰謝料  　　　２６００万円
　　　　　　前記の原告Ｘ１の後遺障害の内容，程度，同原告の年齢等の諸事情に照らし，
同原告が本件事故によって被った後遺障害に対する慰謝料は，２６００万円をもって相当と
認める。
　　　カ　介護用機器購入費　　　　　１８５万２２６９円
　　　　　証拠（甲１０の１ないし５，原告Ｘ２）によれば，原告Ｘ２は，原告Ｘ１を自宅で介護す
るために，特殊寝台，移動用リフト等介護用機器を購入し，その費用として合計１８５万２２
６９円を支出したところ，上記介護用機器の購入は，必要かつ相当な範囲の支出と認めら
れるから，上記購入費を全額損害として認めるのが相当である。
　　　キ　住宅改造費      　　　　　８００万円
          証拠（甲８の１ないし４，甲１８，１９，原告Ｘ２）によれば，原告Ｘ２は，原告Ｘ１を自宅
で介護するために，自宅にスロープやデッキを設置したほか，特別な介護浴槽を設けるな
ど，原告ら住宅の増改築工事を行い，その費用として合計１０４５万円を支出したことが認
められる。そして，原告Ｘ１の後遺障害の内容，程度に照らせば，原告ら住宅の改造は，原
告Ｘ１を自宅で介護するために必要であったと認められるが，他方，増改築により，原告ら
住宅の資産価値も増加したといえるから，上記住宅改造費用のうち，本件事故と相当因果
関係のある費用は，８００万円と認められる。
　　　ク　搬送車両購入費            ２００万円
　　　　　証拠（甲９，原告Ｘ２）によれば，寝たきりの状態の原告Ｘ１を病院等に搬送するた
めには特殊改造車両が必要となり，同車両購入費用として４４８万円を要すると認められる
ところ，同車両購入により，他の家族の利便性も向上するから，上記搬送車両購入費のう
ち，本件事故と相当因果関係を有する費用は２００万円と認められる。
　　　ケ　原告Ｘ１の損害小計（アないしクの合計）　１億８５２１万６０８８円
　　　コ　近親者慰謝料　　　　　　各３００万円
　　　　　原告Ｘ１の後遺障害の内容，程度に照らすと，その両親である原告Ｘ２及び同Ｘ３
は，原告Ｘ１の生命が侵害されたのと同程度の精神的苦痛を受けたと認められるから，本
件事故につき，原告Ｘ２及び同Ｘ３には固有の慰謝料請求権が認められ，その慰謝料は，
各３００万円をもって相当と認める。
　　　サ 過失相殺
　　　　　原告らの上記損害額につき，前記・で認定した過失割合に基づき過失相殺による
減額を行うと，過失相殺後の損害額は，原告Ｘ１につき，９２６０万８０４４円，原告Ｘ２及び
同Ｘ３につき，それぞれ１５０万円となる。
　　　シ　損害の填補（損益相殺）
　　　原告Ｘ１がこれまで被告らから合計１０００万円の支払いを受けたことは当事者間に争
いのないところ，原告Ｘ１の過失相殺後の損害額から，上記損害填補額を控除すると，８２
６０万８０４４円となる。



　　　ス　弁護士費用
　　　　　原告らは，本件訴訟の提起，遂行を原告ら訴訟代理人に委任しているところ，本
件訴訟の内容，審理経過，認容額等を考慮すれば，本件と相当因果関係のある弁護士費
用としては，原告Ｘ１について８００万円，原告Ｘ２及び同Ｘ３についてそれぞれ１５万円が相
当である。
　　　セ　損害合計
　　　以上によれば，本件事故により原告らが被った損害額の合計は，原告Ｘ１につき９０６
０万８０４４円，原告Ｘ２及び同Ｘ３につきそれぞれ１６５円となる。
　第４　結論
　　　　よって，原告らの本訴請求のうち，被告らに対し，不法行為に基づく損害賠償請求と
して，原告Ｘ１につき９０６０万８０４４円，原告Ｘ２及び同Ｘ３につきそれぞれ１６５万円及び
これに対する本件事故発生日である平成１２年５月７日から支払済みまで民法所定の年５
分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その
余は理由がないから棄却することとする。
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